
 

 

議発第６号 

 

「学校給食費を無償化するための恒久的な財政措置を求める意見書」の提出について 

  

掛川市議会は、地方自治法第99条の規定により、「衆議院議長」「参議院議長」「内閣総理大

臣」「財務大臣」「文部科学大臣」に対し、「学校給食費を無償化するための恒久的な財政措置

を求める意見書」を裏面のとおり提出する。 
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学校給食費を無償化するための恒久的な財政措置を求める意見書 

 

学校給食は、学校給食法第１条において「児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであ

り、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすも

のである」とされており、子どもたちの成長にとって大切な要素である。 

物価高騰が長期化し、市民生活が逼迫する中、子育て世帯の教育費負担は学校給食費だけでな

く、教材費、学用品、制服、修学旅行の費用等多岐にわたっており、保護者の大きな負担となって

いる。 

文部科学省はこども未来戦略方針に基づき行なった学校給食に関する実態調査結果を踏まえ、令

和６年12月末に「給食無償化」に関する課題整理を発表した。それによれば全国自治体の約30％に

当たる547自治体がすべての児童生徒への無償化を実施している一方、財政力が十分でなく無償化

の実施が困難な自治体も多い事が明らかになった。このままでは学校給食費の無償化の取組が自治

体の財政状況により差が生じ、取組の継続性が担保されず、学校給食制度本来の理念、目的から遠

ざかることになると危惧する。 

義務教育の家庭の費用負担で自治体間格差が生じることは問題であり、格差を最小限に留めるよ

う努力することは国の務めである。学校教育の一環として質の高い学校給食を子どもたちに提供

し、格差なく給食費を無償とするためには、国の財政措置が必要不可欠である。 

子どもたちに安心で安全なおいしい給食を提供し続けるために、国の責任において、学校給食費

無償化を実現するための恒久的な財政措置を講じるよう要望する。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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